
 

 

忠岡町自治振興協議会加入促進事業補助金交付要綱 

 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、忠岡町内における各自治振興協議会(以下「協議会」という。)が自治会

加入促進活動のために実施する事業に要する経費を補助し、もって自治会活動の充実、地域力

の向上等を図ることを目的として、自治振興協議会加入促進事業補助金(以下「補助金」とい

う。)を交付するにつき、必要な事項を定めるものとする。 

 

 （補助対象経費及び補助金の額） 

第２条 この要綱に定める補助の対象となる経費は、自治会未加入世帯に対し加入促進を図る

事業（以下「自治会加入促進事業」という。)に要する経費（人件費を除く。）とする。 

２ 補助金の額は、前項に規定する事業経費とし、５万円を限度とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けようとする協議会は、自治振興協議会加入促進事業補助金交付申

請書(様式第１号)に、次の書類を添えて所定の期日までに町長に提出しなければならない。 

 (１) 自治会加入促進事業に係る事業計画書(様式第２号) 

 (２) 自治会加入促進事業に係る収支予算書 

 (３) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付決定） 

第４条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決

定し、補助金交付指令書(様式第３号)により通知するものとする。 

 

  (実績報告) 

第５条 補助金の交付決定を受けた協議会は、補助事業が完了したときは、速やかに自治振興

協議会加入促進事業補助金実績報告書(様式第４号)に、次の書類を添えて町長に提出しなけ

ればならない 

(１) 自治会加入促進事業に係る事業報告書(様式第５号) 

(２) 自治会加入促進事業に係る経費の領収書（写し） 

(３) 自治会加入促進事業に係る成果物（成果物がない場合は、事業内容がわかる写真等） 

(４) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 

  (補助金の交付請求) 

第６条 町長は前条の規定による実績報告書を受理したときは、書類の審査を行い、適当であ

ると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定指令書（様式第６号）により協議会

に通知するものとする。 

２ 前項の規定により補助金額確定指令書を受けた協議会は、補助金の交付を受けようとする

ときは、交付決定を受けた日の属する年度末までに、自治振興協議会加入促進事業補助金交

付請求書(様式第７号)を町長に提出しなければならない。 

 

 



 

 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第７条 町長は、補助金の交付決定を受けた協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めた

ときは、当該補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。 

 （１）この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。 

 （２）この要綱の規定により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。 

 （３）その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。 

２ 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付決定の変更を行った場合

において、既に補助金が交付されている場合においては、期限を定めてその補助金の返還を命

ずるものとする。 

 

  (その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

    附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


